
【保存版】

※　地震災害と異なり、風水害については、現象の定量的な
予想が可能であることから気象庁や国土交通省、都道府県
から事前に情報が発表されます。
警戒レベルととるべき行動を列記しました。

　内閣府ホームページより

①指定した避難所への立退き避難。
②安全な親戚、知人宅への立退き避難。
③安全なホテル、旅館への立退き避難。

④屋内での安全確保。

※　小中学校や市民館に行くことだけが避難ではありません。
『避難』とは『難』を『避ける』ことです。

ハザードマップで安全について家族で話し合ってみましょう‼。


